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　2016年３月11日、東日本大震災から５年目を迎えた。

　これまで使われた復興予算は26兆円を上回るが、生活再建や地域の復興は道半ばであり、さ
らに原発事故による汚染水問題や荒廃した森林・里山の除染、復興はその道筋さえ見えていな
いという。
　そうしたなか、福井県高浜原発から30〜70キロ圏内に住む住民が「平穏で健康に暮らす人格
権」が侵害されるとして求めた訴えに対し、３月９日、大津地裁は、下記の理由に基づいて、
高浜原発３、４号機の運転差し止めの仮処分決定を出した。

・「地球温暖化に伴い、地球全体の気象に経験したことのない変動が多発するようになってき
た現状を踏まえ、また、有史以来の人類の記憶や記録にある事項は、人類が生存し得る温暖
で平穏なわずかな時間の限られた経験にすぎないことを考えるとき、災害が起こる度に『想
定を超える』災害であったと繰り返されてきた過ちに真摯に向き合うならば、十二分の余裕
をもつた基準とすることを念頭に置き、常に、他に考慮しなければならない要素ないし危険
性を見落としている可能性があるとの立場に立ち、対策の見落としにより過酷事故が生じた
としても、致命的な状態に陥らないようにすることができるとの思想に立って、新規制基準
を策定すべきものと考える。」

　
　チェルノブイリやフクシマの人類史的経験、原発事故による災禍の甚大性、グローバルで世
代を超えた影響範囲の大きさなどを考える場合、人類は、過去の過ちに真摯に向き合い、理性
の限界を知ることで十分な事前予防を図り前進してゆくべきだとする「予防原則」の考えが示
されている。

　私たち里山学研究センターは、今年度から、文科省の戦略的研究基盤形成支援事業として
「琵琶湖を中心とする循環型自然・社会・文化環境の総合研究─Satoyamaモデルによる地域・
環境政策の新展開─」というプロジェクトを発足させ、2016年3月5日に「琵琶湖の保全再生と
里山・里湖─人と水との共生に向けて─」というオープニングシンポジウムを、滋賀県大津市
の琵琶湖湖畔で行った。そこでは、学問の壁や行政部局の壁、市民や行政、大学等の壁を超え
た「連携」の必要性と、「現場」意識こそが壁を払拭する重要な契機であることが語られた。
　
　里山学が向かうべき里山保全および「琵琶湖」の保全・再生の課題、持続可能社会の実現に
向けた取り組みにとって、裁判所が示した今回の考え方は大きな意味を持つだろう。私たち研
究センターは、これからも、琵琶湖や里山という「現場」を踏まえ研究を進めてゆきたい。


